
介護予防・日常生活支援総合事業の
追加実施について

館林市高齢者支援課

令和元年１1月



平成31年1月から開始

館林市介護予防・日常生活支援総合事業の構成

　　平成31年1月から開始

令和元年１2月から開始

介護予防・

日常生活支援

総合事業

介護予防・生活

支援サービス事業

一般介護予防事業

訪問型サービス

通所型サービス

介護予防ケアマネジメント

介護予防教室

自主グループの育成・支援

ボランティアの育成・支援

訪問介護従前相当サービス

訪問型サービスＡ

訪問型サービスＢ

通所介護従前相当サービス

介護予防ケアマネジメントＡ

介護予防ケアマネジメントＣ

通所型サービスＡ
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 該当

要支援１・２

介護予防支援 介護予防ケアマネジメント

介護予防・生活支援サービス事業を利用

サービス利用の流れ（新規の場合）

要支援認定を申請

非該当

６５歳以上

　〇訪問型・通所型サービスのみ
　　利用希望

基本チェックリスト実施

　　　非該当

一般介護予防事業を利用〇予防給付サービスのみ利用
〇予防給付サービスと
　訪問型・通所型サービスの併用

　　〇訪問型・通所型サービス
　　　のみ利用

事業対象者

　※ ４０歳から６４歳のかたが総合事業を利用する場合は、
　    要支援認定が必要になります。
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〇訪問型・通所型サービスのみ利用希望

　※ ４０歳から６４歳のかたが総合事業を利用する場合は、
　    要支援認定が必要になります。

介護予防支援 介護予防ケアマネジメント

介護予防・生活支援サービス事業を利用

サービス利用の流れ（更新の場合）

４０歳から６４歳

一般介護予防事業を利用

要支援認定更新を申請 基本チェックリストを実施

要支援１・２

〇予防給付サービスのみ利用
〇予防給付サービスと
　訪問型・通所型サービスの併用

　　〇訪問型・通所型サービス
　　　のみ利用

事業対象者

認定の有効期間満了

６５歳以上

〇予防給付サービスのみ利用希望
〇予防給付サービスと
　訪問型・通所型サービスの併用希望

該当 非該当
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対象者 要支援１・２、事業対象者

サービス内容
軽運動、レクリエーションなど
　※食事、入浴の提供は行わない

サービス提供時間 １回２時間以上（最大半日程度）　　※送迎時間は含めない

回数
要支援１・事業対象者：週１回
要支援２　　　 　　　　　：週２回まで

単価
基本報酬　　　　　３２３単位／回
同一建物減算　　-８７単位／回

利用者負担 負担割合に基づき、１～３割負担

介護報酬の請求
国保連を通した請求　（A７コード）
※A7サービスコードは、国保連で負担割合の審査は行わないため、利用者の負担割合に応じて
　サービスコードを選択する必要がある

サービス提供事業者 指定事業者

限度額管理 限度額管理の対象

通所介護従前相当サービス
との併用

不可

介護予防ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメントA

館林市通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）の基準等　①
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人員基準

〇管理者
　　［配 置 数］　1人以上（非常勤可）。
　　　　　　 　　　　※管理者の業務に支障がないと認められる場合は、以下の兼務は可。
　　　　　　　　　　　　・当該事業所における従事者との兼務
　　　　　　　　　　　　・当該事業所と同一敷地内にある他の事業所の管理者との兼務

　　［資格要件］
　　　　・介護福祉士
　　　　・介護職員初任者研修修了者
　　　　・実務者研修修了者
　　　　・生活援助従事者研修修了者
　　　　　　※通所介護等と一体的に運営する場合は、管理者の資格要件はなし。

〇従事者
　　［配 置 数］　利用者１５人までは専従２人以上配置。１５人を超える場合は、２人に加え必要数。
　　［資格要件］　なし

設備基準
〇サービスを提供するために必要な場所（利用定員×３㎡以上）
〇食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けることは不要
〇消火設備その他の非常災害に必要な設備

運営基準

〇運営規定等の説明、同意
〇提供拒否の禁止
〇従事者の清潔の保持、健康状態の管理
〇従事者または従事者であった者の秘密保持
〇事故発生時の対応
〇廃止、休止の届出と便宜の提供　等　　　　　　※個別サービス計画の作成は不要

館林市通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）の基準等　②
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（令和元年１２月時点）

館林市通所型サービスＡ事業者一覧

通所型サービスA事業者

デイサービス健幸倶楽部　館林大手町

※介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は、館林市公式ホームページの［介護保険］－［館林市の介護サービス事業所一覧］に
　掲載しています。通所型サービスA事業者についても、指定次第掲載しますのでご確認ください。
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利用者

サービス
提供事業者

指定事業者

サービス内容
軽運動、レクリエーションなど
　※食事、入浴の提供は行わない

サービス提供時間
１回２時間以上（最大半日程度）
　※送迎時間は含めない

利用回数
要支援１・事業対象者　：週１回
要支援２　　　　　　　：週２回まで

単価
基本報酬　　　　３２３単位／回
同一建物減算　　-８７単位／回

利用者負担 負担割合に基づき、１～３割負担

介護予防
ケアマネジメント

〇ケアプラン作成等においては、上記のサービス名称を使用してください。

通所介護従前相当サービス

館林市通所型サービス一覧

サービス名称 通所型サービスＡ

注意事項

要支援１・２、事業対象者のかた

〇通所介護従前相当サービスと通所型サービスＡを同時に利用することはできません。

サービスコード

介護予防ケアマネジメントＡ

Ａ７

従前の介護予防通所介護と同様

Ａ６
※国保連で負担割合の審査は行わないため、

利用者の負担割合に応じてサービコードを選択
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訪問型サービスＡ 訪問型サービスＢ

利用者

サービス
提供事業者

指定事業者 館林市シルバー人材センター

サービス提供者
〇介護福祉士等の有資格者
〇市が指定する研修の修了者

〇市が指定する研修の修了者

サービス内容

利用回数 週１回かつ１時間程度 週１回かつ１時間程度

単価 ２３２単位／回

利用者負担 負担割合に基づき、１～３割負担

サービスコード Ａ２
Ａ３

介護予防
ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントＡ 介護予防ケアマネジメントＡ
介護予防ケアマネジメントＡ
または
介護予防ケアマネジメントＣ

〇ケアプラン作成等においては、上記のサービス名称を使用してください。
注意事項

〇訪問介護従前相当サービス、訪問型サービスＡ及び訪問型サービスＢを同時に利用することはできません。

サービス名称

館林市訪問型サービス一覧

訪問介護従前相当サービス
生活援助型訪問サービス

要支援１・２、事業対象者のかた

従前の介護予防訪問介護と同様

「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（老計第10号厚生省老人保

健福祉局老人福祉計画課長通知）の定める範囲のうち身体介護を除く生活援助

１００円／回

※国保連で負担割合の審査は行わないため
利用者の負担割合に応じてサービコードを
選択
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